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・�医療分 ( 医療給付費分 )　病気やけがをしたとき
の医療給付費分として、国保加入者全員が負担。

・�支援分 ( 後期高齢者支援金分 )　後期高齢者医療
制度への支援金分として、国保加入者全員が負担。

・�介護分 ( 介護納付金分 )　介護保険制度を支える
財源として、40 歳から 64 歳までの国保加入者全
員が負担。

・�所得割　課税標準額 ( 前年中の総所得金額－基礎
控除額 43 万円 ) に税率をかけて算出。

・�均等割　一人当たりの年間の税額で、これに加入
者数をかけて算出。

・平等割　一世帯当たりに課税される年間の税額。
・�課税限度額　課税される限度額で、各区分の限度
額を超えることはありません。

2 軽減判定における所得基準額について 
国民健康保険税には、前年中の所得が一定額以下の世帯に対し、負担を軽くする軽減措置 (7 割・5 割・

2 割 ) があります。

令和６年１月１日から、国民健康保険被保険者で出産される方の出産前後の一定期間の保険税（所得
割・均等割）が免除される制度が始まりました。※免除を受けるには届け出が必要です。

免除対象期間　�出産予定月（または出産月）の前月（２人以上の多胎妊娠の場合は３カ月前）から、出産
予定月（または出産月）の翌々月まで

対　 象 　者　国民健康保険被保険者で出産予定日（出産日）が令和５年１１月１日以降の方
　　　　　　　※ただし、免除対象月は令和６年１月からとなります。

一部の医療機関や薬局などの窓口においてマイナンバーカードが健康保
険証として利用できます。また、限度額適用認定証がなくても限度額を超
える支払いが免除されます。マイナンバーカードを健康保険証として利用
するには登録手続きが必要です。登録方法など詳しくは町ホームページを
ご覧ください。

※�軽減措置に該当するか
どうか判定する所得は、
所得割を算出する際の
所得とは異なります。
※�被保険者数には、同じ
世帯の中で国民健康保
険の被保険者から、後
期高齢者医療の被保険
者に移行した方を含み
ます。

国民健康保険は、被保険者（加入者）の皆さんが病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるように、
お互いに助け合う制度で、皆さんに納めていただく国民健康保険税によって支えられています。今年度は、
医療分（所得割）の税率および支援分の課税限度額の改正を行いました。将来にわたって安心して国民健康
保険を利用できるようにするため、ご理解とご協力をお願いいたします。
　なお、国民健康保険税の納税通知書は7月中旬に発送します。

前年中の所得が申告されていないと、保険税の軽減措置を適用する
ことができなくなる場合がありますので、必ず申告してください。所
得がなかった場合でも申告は必要です。

令和６年度　国民健康保険税のお知らせ

注
意

1 国民健康保険税の税率 

3 国民健康保険税の産前産後免除制度について

国
民
健
康
保
険

現
在
お
持
ち
の
国
民
健
康
保
険
被

保
険
者
証
お
よ
び
高
齢
受
給
者
証

（
70
歳
以
上
の
方
）は
、
令
和
６
年
７

月
3１
日
で
使
用
で
き
な
く
な
り
ま

す
。
ま
た
、
７
月
中
旬
に
、
新
し
い

被
保
険
者
証
お
よ
び
高
齢
受
給
者
証

を
住
民
登
録
を
し
て
い
る
住
所
地
に

簡
易
書
留
郵
便
で
送
付
し
ま
す
。

◆
新
し
い
保
険
証
の
有
効
期
限

令
和
７
年
７
月
3１
日

※�

有
効
期
限
ま
で
に
75
歳
に
な
る
方

は
、誕
生
日
の
前
日
が
有
効
期
限

で
す
。

※�

新
た
に
70
歳
に
な
る
方
は
、誕
生
月

の
翌
月（
１
日
生
ま
れ
は
当
月
）か
ら

自
己
負
担
額
が
２
割（
現
役
並
み
所

得
の
方
は
３
割
）と
な
る
高
齢
受
給

者
証
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
の
で
、誕
生
月
の
月
末
ま
で
に
該

当
す
る
方
に
は
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

※�

令
和
６
年
12
月
２
日
以
降
、現
行

の
国
民
健
康
保
険
証
は
新
規・再
交

付
さ
れ
な
く
な
り
ま
す
。

限
度
額
適
用・標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
な
ど
の
申
請
・
更
新

外
来
や
入
院
の
支
払
い
が
一
定
額

ま
で
で
済
む
、
国
民
健
康
保
険
限
度

額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

な
ど
の
有
効
期
限
は
令
和
６
年
７
月

3１
日
と
な
っ
て
い
ま
す
。

引
き
続
き
必
要
な
方
は
、
令
和
６

年
８
月
１
日
以
降
に
住
民
課
国
保
年

金
係
窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
申
請
に
必
要
な
も
の

・
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

・�

以
前
交
付
を
受
け
た
限
度
額
適
用

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
な
ど

・�

委
任
状（
世
帯
が
別
の
方
が
申
請
す

る
場
合
の
み
）

※�

入
院
中
の
食
事
代
、国
民
健
康
保
険

の
適
用
と
な
ら
な
い
差
額
ベ
ッ
ド
代

や
個
室
代
、保
険
適
用
外
の
診
療
費

お
よ
び
諸
雑
費
は
自
己
負
担
限
度

額
と
は
別
に
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。

※�

70
歳
以
上
で
所
得
区
分
が
現
役
並

み
所
得
者
Ⅲ（
課
税
所
得
６
９
０
万

円
以
上
）ま
た
は一
般
区
分
の
世
帯
の

方
は
申
請
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※�
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
が
遅
れ

て
い
る
世
帯
の
方
に
は
交
付
で
き
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

【用語解説】

◆軽減措置の範囲が広がりました

被保険者証【見本】

町ホームページ

問い合わせ　税務課課税係 ☎70-3142

問
い
合
わ
せ

　
住
民
課
国
保
年
金
係

　
☎
70-

３
１
５
２

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
に
お
知
ら
せ
し
ま
す

■マイナンバーカードが健康保険証・限度額適用認定証として利用できます

区　　分 令　和
6年度

令  和
5年度

医療分

所得割 7.0％ 5.9％
均等割 19,000 円 19,000 円
平等割 19,000 円 19,000 円
課税限度額 650,000 円 650,000 円

支援分
所得割 2.4％ 2.4％
均等割 11,000 円 11,000 円
課税限度額 240,000 円 220,000 円

介護分
所得割 1.9％ 1.9％
均等割 13,000 円 13,000 円
課税限度額 170,000 円 170,000 円

区　分 令和６年度世帯の合計所得
7割軽減 43万円＋{10万円×（給与所得者等の数-1）}以下
5割軽減 43万円＋（29万5千円×被保険者数）＋｛10万円×（給与所得者等の数－1）｝以下
2割軽減 43万円＋（54万5千円×被保険者数）＋｛10万円×（給与所得者等の数－1）｝以下
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保
険
料
率
に
つ
い
て

　

保
険
料
率
は
、
２
年
ご
と
に
見
直

し
を
行
う
た
め
、
令
和
６
・
７
年
度

は
新
し
い
保
険
料
率
と
な
り
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

は
、
加
入
者（
75
歳
以
上
の
方
お
よ

び
65
歳
以
上
で
一
定
の
障
害
を
持

ち
、
後
期
高
齢
者
医
療
障
害
認
定
申

請
を
し
た
方
）全
員
が
個
人
ご
と
に

納
付
し
ま
す
。

　

保
険
料
は
、
加
入
者
全
員
が
等
し

く
負
担
す
る「
均
等
割
額
」
と
所
得

に
応
じ
て
負
担
す
る「
所
得
割
額
」

を
合
計
し
て
、
個
人
単
位
で
計
算
し

ま
す
。

　

ま
た
、
年
度
の
途
中
で
被
保
険
者

の
資
格
を
取
得
・
喪
失
し
た
と
き

は
、
月
割
で
計
算
し
た
保
険
料
と
な

り
ま
す
。

◆
軽
減
措
置

　

所
得
の
低
い
方
、被
用
者
保
険
の
被

扶
養
者
で
あ
っ
た
方
に
対
し
て
は
保
険

料
の
軽
減
が
あ
り
ま
す
。該
当
す
る
場

合
は
、世
帯
の
所
得
水
準
な
ど
に
応
じ

て
軽
減
さ
れ
た
保
険
料
額
を
納
め
て
い

た
だ
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。

※�

軽
減
措
置
は
被
保
険
者
や
世
帯
主

の
所
得
に
よ
り
自
動
判
定
し
適
用

し
ま
す
の
で
、
申
請
の
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
軽
減
判
定

の
対
象
と
な
る
方
の
所
得
申
告
が

な
い
場
合
に
は
、
適
用
さ
れ
ま
せ

ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

保
険
料
の
納
め
方

年
額
１8
万
円
以
上
の
年
金
を
受
け

取
っ
て
い
て
、
介
護
保
険
料
と
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
の
合
算
額
が
年

金
受
給
額
の
２
分
の
１
を
超
え
な
い

方
は
、
原
則
と
し
て
年
金
か
ら
天
引

き
さ
れ
る「
特
別
徴
収
」
に
な
り
ま

す
。
た
だ
し
、
そ
れ
に
当
て
は
ま
ら

な
い
方
や
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

に
加
入
し
た
ば
か
り
の
方
は
納
付

書
や
口
座
振
替
で
納
め
る「
普
通
徴

収
」
に
な
り
ま
す
。
保
険
料
の
通
知

は
７
月
の
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。

◆
延
滞
金

　

納
期
限
ま
で
に
保
険
料
を
完
納
し

な
い
と
き
は
、
九
十
九
里
町
後
期
高

齢
者
医
療
に
関
す
る
条
例
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
保
険
料
額
に
延
滞

金
を
加
算
し
て
徴
収
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
納
期
限
ま
で
の
納
付
を
お

願
い
し
ま
す
。

普
通
徴
収
の
コ
ン
ビ
ニ
・

�

ス
マ
ホ
納
付
に
つ
い
て

金
融
機
関
や
役
場
出
納
室
の
窓
口

に
加
え
、
コ
ン
ビ
ニ
や
ス
マ
ー
ト
フ

ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
で
も
納
付
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

◆
コ
ン
ビ
ニ
で
の
納
付

　

コ
ン
ビ
ニ
の
営
業
時
間
内
で
あ
れ

ば
、
曜
日
や
時
間
に
関
係
な
く
全
国

の
コ
ン
ビ
ニ
で
納
付
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
納
付
の
際
の
手
数
料
も
か

か
り
ま
せ
ん
。
取
り
扱
い
コ
ン
ビ
ニ

一
覧
に
つ
い
て
は
、
納
付
書
裏
面
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

◆
ス
マ
ホ
決
済
ア
プ
リ
で
の
納
付

　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
を
利
用
し
、

ご
希
望
の
ア
プ
リ
で
納
付
書
の
バ
ー

コ
ー
ド
を
読
み
取
る
こ
と
で
、時
間
や

場
所
に
関
係
な
く
納
付
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
納
付
の
際
の
手
数
料
も

か
か
り
ま
せ
ん
。

◆
利
用
で
き
る
ア
プ
リ

・
Ｐ
ａ
ｙ　
Ｐ
ａ
ｙ

・
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ　
Ｐ
ａ
ｙ

・
ｄ
払
い

・
ａ
ｕ　
Ｐ
Ａ
Ｙ

・
Ｐ
ａ
ｙ
Ｂ

■
利
用
に
あ
た
っ
て
の
注
意
事
項

・�

ス
マ
ホ
決
済
で
納
付
し
た
場
合
、

領
収
証
書
は
発
行
さ
れ
ま
せ
ん
。

領
収
証
書
が
必
要
な
方
は
、
金
融

機
関
や
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
で
納
付

書
に
て
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

・�

ア
プ
リ
の
イ
ン
ス
ト
ー
ル
や
利

用
に
か
か
る
通
信
料
は
利
用
者

負
担
と
な
り
ま
す
。

・�

納
付
が
完
了
し
た
後
の
取
り
消

し
や
変
更
は
で
き
ま
せ
ん
。

・�

ス
マ
ホ
決
済
ア
プ
リ
で
納
付
が

完
了
し
た
納
付
書
を
使
っ
て
、
金

融
機
関
な
ど
で
二
重
納
付
し
な

い
よ
う
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

被
保
険
者
証
の
更
新

　

被
保
険
者
証
は
毎
年
８
月
１
日
に

更
新
さ
れ
ま
す
。
新
し
い
被
保
険
者

証（
緑
色
）は
、
７
月
中
旬
に
、
住
民

登
録
を
し
て
い
る
住
所
地
に
簡
易
書

留
郵
便
で
送
付
し
ま
す
。

介
護
保
険
の
制
度
に
つ
い
て

介
護
保
険
制
度
は
、町
が
保
険
者

と
な
っ
て
運
営
し
て
い
ま
す
。

40
歳
以
上
の
方
は
、被
保
険
者
と

な
っ
て
保
険
料
を
納
め
、介
護
が
必

要
に
な
っ
た
時
は
費
用
の
一
部
を
支

払
っ
て
、サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す（
40
～
64
歳
の
方
は
、

第
２
号
被
保
険
者
の
要
件
に
当
て
は

ま
る
方
の
み
利
用
可
）。

◆
被
保
険
者

①�

65
歳
以
上
の
方（
第
１
号
被
保
険

者
）

　

�

原
因
を
問
わ
ず
介
護
や
日
常
生
活

の
支
援
が
必
要
と
な
っ
た
方

②�

40
～
64
歳
で
医
療
保
険
に
加
入
し

て
い
る
方（
第
２
号
被
保
険
者
）

　

�

老
化
が
原
因
と
さ
れ
る
病
気（
左

記
の
特
定
疾
病
）に
よ
り
、介
護

や
支
援
が
必
要
と
な
っ
た
方

【
対
象
特
定
疾
病（
16
種
類
）】

・�

医
師
が
回
復
の
見
込
み
が
な
い
と

判
断
し
た
が
ん

・
関
節
リ
ウ
マ
チ

・
筋
萎
縮
性
側
索
硬
化
症

・
後
縦
靭
帯(

じ
ん
た
い)

骨
化
症

・
骨
折
を
伴
う
骨
粗
し
ょ
う
症

・
初
老
期
に
お
け
る
認
知
症

・�

進
行
性
核
上
性
ま
ひ
、大
脳
皮
質

基
底
核
変
性
症
お
よ
び
パ
ー
キ
ン

ソ
ン
病

・
脊
髄
小
脳
変
性
症

・
脊
柱
管
狭
窄(

き
ょ
う
さ
く)

症

・
早
老
症

・
多
系
統
萎
縮
症

・�

糖
尿
病
性
神
経
障
害
、糖
尿
病
性

腎
症
お
よ
び
糖
尿
病
性
網
膜
症

・
脳
血
管
疾
患

・
閉
塞
性
動
脈
硬
化
症

・
慢
性
閉
塞
性
肺
疾
患

・�

両
側
の
膝
関
節
ま
た
は
股
関
節
に

著
し
い
変
形
を
伴
う
変
形
性
関
節

症サ
ー
ビ
ス
の
受
け
方

　
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
に
は「
要
介
護

認
定
」を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

◆
認
定
申
請
方
法

　

�

健
康
福
祉
課
高
齢
者
福
祉
係
に
申

請
書
を
提
出

※�

郵
送
提
出
も
可
能（
〒
２
８
３
‐

０
１
９
５�

九
十
九
里
町
片
貝

４
０
９
９�

健
康
福
祉
課
高
齢
者

福
祉
係
ま
で
）、申
請
書
は
高
齢

者
福
祉
係
に
て
配
布

◆
申
請
で
き
る
方

・�

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
被
保
険
者

の
家
族

・
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

・
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

介
護
認
定
の
流
れ

①�

役
場
で
介
護
認
定
の
申
請
手
続
き

を
行
い
ま
す
。

②�

役
場
が
主
治
医
に「
主
治
医
意
見

書
」の
作
成
を
依
頼
し
ま
す
。

③�

認
定
調
査
員
が
自
宅
ま
た
は
施
設

な
ど
に
調
査
に
伺
い
ま
す
。

④�

主
治
医
意
見
書
と
認
定
調
査
資
料

が
そ
ろ
っ
た
段
階
で
、介
護
認
定

審
査
会
で
審
査
が
行
わ
れ
ま
す
。

⑤�

審
査
結
果
に
よ
り
、非
該
当
ま
た

は
要
支
援
１・
２
、も
し
く
は
要

介
護
１
～
５
ま
で
の
認
定
を
行
い

ま
す
。

⑥
結
果
を
本
人
宛
て
に
通
知
し
ま
す
。

※�

申
請
か
ら
認
定
ま
で
に
、１
カ
月

程
度
か
か
り
ま
す
。

◆
要
支
援
認
定
を
受
け
た
方

　

�

日
常
生
活
の
自
立
度
が
高
く
、介

護
保
険
の
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

（
予
防
給
付
）を
利
用
す
る
こ
と
で

生
活
機
能
が
改
善
す
る
可
能
性
が

高
い
方
で
す
。

受
け
ら
れ
る
サ
ー
ビ
ス

　

�

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス（
予
防
給
付
）

と
し
て
、在
宅
サ
ー
ビ
ス
や
地
域

密
着
型
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

※�

サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
場
合
は
、「
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
」に
、介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画（
ケ
ア
プ

ラ
ン
）の
作
成
を
依
頼
し
て
く
だ

さ
い
。

◆
要
介
護
認
定
を
受
け
た
方

　

�

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス（
介
護
給
付
）

を
利
用
す
る
こ
と
で
、生
活
機
能

の
維
持
、改
善
を
図
る
こ
と
が
適

切
な
方
で
す
。

受
け
ら
れ
る
サ
ー
ビ
ス

　

�

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス（
介
護
給
付
）

と
し
て
、在
宅
サ
ー
ビ
ス
や
地
域

密
着
型
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

※�

サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
場
合
は
、「
介

護
支
援
専
門
員（
ケ
ア
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
）」に
、介
護
サ
ー
ビ
ス
計

画（
ケ
ア
プ
ラ
ン
）の
作
成
を
依
頼

し
て
く
だ
さ
い
。

◆
非
該
当
認
定
を
受
け
た
方

　

�

現
段
階
で
は
、介
護
サ
ー
ビ
ス
の

対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん
が
、将
来

的
に
要
支
援
・
要
介
護
に
移
行
す

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
、介

護
予
防
事
業（
地
域
支
援
事
業
）な

ど
の
利
用
を
ご
案
内
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

　
健
康
福
祉
課
高
齢
者
福
祉
係

　
☎
70-

３
１
８
４

問
い
合
わ
せ

　
住
民
課
国
保
年
金
係

　
☎
70-

３
２
３
６

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

申
請
・
認
定
の
流
れ

介
護
保
険

令和６年度から保険料が変わります

区　分 令和6年度
令和7年度

令和4年度
令和5年度

均等割（円） 43,800 43,400

所得割（％） 9.11（※1） 8.39

限度額（円） R6 : 730,000
R7 : 800,000（※2） 660,000

※1　所得金額が58万円以下の方は所得割率が8.45％となります。
※2�　�令和６年度に75歳に到達し、被保険者となる方は令和６年

度から限度額が800,000円です。
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次
の
日
程
で
、特
定
健
診
・
若
年

者
健
診
・
後
期
高
齢
者
健
診
を
実
施

し
て
い
ま
す
。
ま
だ
受
診
し
て
い
な

い
方
は
、こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
受
診
し

て
く
だ
さ
い
。
詳
細
は
、町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　
健
康
福
祉
課
健
康
指
導
係

　
☎
70-

３
１
８
２

　

町
で
は
、申
請
の
あ
っ
た
０
歳
か

ら
高
校
生
相
当
年
齢
ま
で
の
お
子
さ

ん
を
対
象
に
、８
月
か
ら
利
用
で
き

る
子
ど
も
医
療
費
助
成
受
給
券
を
発

行
し
ま
す
。

　

受
給
券
は
、受
給
資
格
な
ど
を
決

定
し
た
後
、７
月
下
旬
に
発
送
し
ま

す
が
、住
民
税
の
申
告
が
さ
れ
て
い

な
い
場
合
は
受
給
資
格
な
ど
を
確
認

で
き
な
い
た
め
、受
給
券
を
発
送
す

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
必
ず
住
民

税
の
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、発
行
に
際
し
、令
和
６
年

度
の
所
得
と
住
民
税
額
を
証
す
る
公

的
な
書
類
の
提
出
が
必
要
な
場
合
が

あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
社
会
福
祉
課

子
育
て
支
援
係
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　
社
会
福
祉
課
子
育
て
支
援
係

　
☎
70-

３
３
５
９

65
歳
以
上
の
方
（
第
１
号
被
保
険

者
）
に
納
め
て
い
た
だ
く
介
護
保
険

料
の
通
知
書
を
７
月
中
旬
に
発
送
し

ま
す
。

皆
さ
ま
に
納
付
い
た
だ
く
介
護
保

険
料
は
、
町
の
介
護
保
険
を
運
営
す

る
た
め
の
大
切
な
財
源
で
あ
り
、
介

護
保
険
制
度
を
支
え
て
い
ま
す
。
ご

理
解
の
う
え
、
納
付
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

介
護
保
険
料
の
納
付
方
法

受
給
し
て
い
る
年
金
の
額
に
よ
っ

て
納
付
の
方
法
が
「
特
別
徴
収
」
ま

た
は
「
普
通
徴
収
」
に
分
か
れ
ま
す
。

◆�

特
別
徴
収　
年
金
が
年
額
１8
万
円

以
上
の
方
は
、年
金
か
ら
の
天
引

き
に
よ
り
保
険
料
を
納
め
て
い
た

だ
く
特
別
徴
収
と
な
り
ま
す
。
対

象
の
方
に
は
、町
か
ら
介
護
保
険

料
額
決
定
通
知
書（
は
が
き
）を
発

送
し
ま
す
。

支�

払
い
方
法　
年
額
保
険
料
を
年
金

受
給
月
の
６
回
に
分
け
て
、年
金
か

ら
天
引
き
。

※�

令
和
６
年
の
４・６・８
月
の
年
金
天

引
き
額（
仮
徴
収
額
）は
、２
月
の
天

引
き
額
と
同
額
と
な
る
た
め
、仮
徴

収
の
通
知
は
行
い
ま
せ
ん（
金
額
な

ど
が
変
更
に
な
る
場
合
は
通
知
し

ま
す
）。

◆�

普
通
徴
収　
年
金
を
受
給
し
て
い

な
い
方
や
年
金
が
年
額
１8
万
円
未

満
の
方
、新
た
に
65
歳
に
な
っ
た

方
な
ど
は
、納
入
通
知
書
ま
た
は

口
座
振
替
に
よ
り
保
険
料
を
納
め

て
い
た
だ
く
普
通
徴
収
と
な
り
ま

す
。

支�

払
い
方
法　
町
か
ら
発
送
さ
れ
る

納
入
通
知
書（
封
書
）に
よ
り
、年
額

保
険
料
を
７
月
か
ら
翌
年
２
月
ま

で
の
８
回
に
分
け
て
納
め
る
。

※�

コ
ン
ビ
ニ
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済

ア
プ
リ
で
も
納
付
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

介
護
保
険
料
の
納
付
が
遅
れ
る
と

・�

特
別
な
事
情
が
な
い
の
に
介
護
保

険
料
を
一
定
期
間
滞
納
す
る
と
、保

険
給
付
の
支
払
い
方
法
の
変
更
や

全
部
ま
た
は
一
部
の
支
払
い
一
時
差

し
止
め
な
ど
の
制
限
を
受
け
る
こ

区　分 対　　象　　者 年額保険料

第1段階
・生活保護の受給者
・�世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者または合計
所得金額＋課税年金収入額が80万円以下の方

18,810円
（基準額×0.285）

第 2段階
・�世帯全員が住民
税非課税

前年の合計所得金額＋課税年金収入額が80万
円超120万円以下の方

45,210円
（基準額×0.485）

第 3段階 前年の合計所得金額＋課税年金収入額が120
万円を超える方

45,540円
（基準額×0.685）

第 4段階 ・�世帯内に住民税
課税者がいるが、
本人が住民税非
課税

前年の合計所得金額＋課税年金収入額が80万
円以下の方

59,400円
（基準額×0.9）

第 5段階 前年の合計所得金額＋課税年金収入額が80万
円を超える方

66,000円
（基準額）

第 6段階

・�本人が住民税課
税者

前年の合計所得金額が120万円未満の方 79,200円
（基準額×1.2）

第 7段階 前年の合計所得金額が120万円以上210万円
未満の方

85,800円
（基準額×1.3）

第 8段階 前年の合計所得金額が210万円以上320万円
未満の方

99,000円
（基準額×1.5）

第 9段階 前年の合計所得金額が320万円以上420万円
未満の方

112,200円
（基準額×1.7）

第10段階 前年の合計所得金額が420万円以上520万円
未満の方

125,400円
（基準額×1.9）

第11段階 前年の合計所得金額が520万円以上620万円
未満の方

138,600円
（基準額×2.1）

第12段階 前年の合計所得金額が620万円以上720万円
未満の方

151,800円
（基準額×2.3）

第13段階 前年の合計所得金額が720万円以上の方 158,400円
（基準額×2.4）

保
険
料
決
定
通
知
書
・
納
入
通
知
書
を
発
送
し
ま
す

と
が
あ
り
ま
す
。納
付
が
困
難
な
場

合
は
、ご
相
談
く
だ
さ
い
。

令
和
６
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
の

介
護
保
険
料

65
歳
以
上
の
方（
第
１
号
被
保
険
者
）

に
ご
負
担
い
た
だ
く
介
護
保
険
料
は
、

法
令
に
基
づ
き
３
年
ご
と
に
見
直
し

を
行
っ
て
い
ま
す
。

第
９
期
介
護
保
険
事
業
計
画
で
は
、

高
齢
化
に
伴
う
要
支
援・要
介
護
認
定

者
の
増
加
や
、こ
れ
ま
で
の
実
績
に
基

づ
い
て
算
定
し
た
介
護
サ
ー
ビ
ス
給

付
費
な
ど
の
上
昇
を
見
込
み
、介
護
保

険
料
基
準
額
を
改
定
し
て
い
ま
す
。

◆
新
し
い
介
護
保
険
料
基
準
額

月
額　
５
，５
０
０
円

年
額　
６
６
，０
０
０
円

◆
介
護
保
険
料
の
改
定

今
回
の
介
護
保
険
料
の
改
定
に
あ

た
っ
て
は
、国
の
制
度
改
正
に
伴
い
保

険
料
区
分
を
９
段
階
か
ら
１3
段
階
へ

多
段
階
化
し
、よ
り
所
得
に
応
じ
た
負

担
と
な
る
よ
う
見
直
し
ま
し
た
。

詳
細
は
左
ペ
ー
ジ
の
表
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　
健
康
福
祉
課
高
齢
者
福
祉
係

　
☎
70-

３
１
８
４

町ホームページ

実更
施新
特
定
健
診・若
年
者
健
診

特
定
健
診・若
年
者
健
診・・

後
期
高
齢
者
健
診

後
期
高
齢
者
健
診

子
ど
も
医
療
費
助
成

子
ど
も
医
療
費
助
成

受
給
券
の
更
新

受
給
券
の
更
新

【65歳以上の方（第1号被保険者）の介護保険料】 介
護
保
険
料

日　程
実施期間 会場 受付時間

7月1日（月）
～3日（水） 保健福祉センター

午前
　9時～11時

午後
　1時～ 3時

7月21日（日）
～22日（月）

つくも学遊館
7月24日（水）

～26日（金）

7月27日（土） 九十九里小学校体育館
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9 8

お
ら
知せ

令
和
６
年
度
に
新
た
に
住
民
税
非

課
税
ま
た
は
住
民
税
均
等
割
の
み
課

税
と
な
る
世
帯
を
対
象
に
１
世
帯
当

た
り
１0
万
円
を
支
給
し
ま
す
。
ま
た
、

対
象
世
帯
の
う
ち
１8
歳
以
下
の
児
童

を
扶
養
し
て
い
る
世
帯
に
対
し
、児

童
１
人
当
た
り
５
万
円
の
こ
ど
も
加

算
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。
こ
れ
は
、

デ
フ
レ
完
全
脱
却
の
た
め
の
総
合
経

済
対
策
と
し
て
物
価
高
騰
に
よ
る
負

担
増
を
踏
ま
え
た
も
の
で
す
。

◆
実
施
す
る
給
付
に
つ
い
て

①�

住
民
税
非
課
税
世
帯
ま
た
は
住
民

税
均
等
割
の
み
課
税
世
帯
へ
の
給
付

支
給
額

　

１
世
帯
当
た
り
１0
万
円

支
給
対
象

・�

令
和
６
年
６
月
３
日
時
点
で
九
十

九
里
町
に
住
民
登
録
が
あ
る
こ
と

・�

世
帯
全
員
が
令
和
６
年
度
住
民
税

非
課
税
の
世
帯

・�

世
帯
全
員
が
令
和
６
年
度
住
民
税

均
等
割
の
み
課
税
と
な
る
世
帯
ま

た
は
令
和
６
年
度
住
民
税
均
等
割

の
み
課
税
者
と
住
民
税
非
課
税
者

で
構
成
さ
れ
て
い
る
世
帯

　
支
給
対
象
の
世
帯
で
あ
っ
て
も
次
に

あ
げ
る
世
帯
は
支
給
対
象
外
と
な
り
ま

す
。

・�

令
和
６
年
度
住
民
税
が
課
税
さ
れ

て
い
る
他
の
親
族
等
か
ら
扶
養
を

受
け
て
い
る
世
帯

・�

令
和
５
年
度
住
民
税
非
課
税
世

帯（
７
万
円
）ま
た
は
令
和
５
年
度

住
民
税
均
等
割
の
み
課
税
世
帯

（
１0
万
円
）を
受
給
し
た
世
帯（
未

申
請
や
辞
退
し
た
世
帯
も
含
む
）

②
こ
ど
も
加
算
給
付

支
給
額

　

対
象
児
童
１
人
当
た
り
５
万
円

支
給
対
象

　

住
民
税
非
課
税
世
帯
ま
た
は
住
民

税
均
等
割
の
み
課
税
世
帯
へ
の
給
付

金
を
受
給
し
た
世
帯
の
う
ち
１8
歳
以

下
の
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
世
帯

対
象
児
童

　

当
該
支
給
対
象
者（
世
帯
主
）の
世

帯
員
で
あ
る
１8
歳
以
下
の
児
童（
１8

歳
に
達
す
る
日
以
降
最
初
の
３
月
3１

日
ま
で
の
児
童（
平
成
１8
年
４
月
２

日
以
降
に
生
ま
れ
た
児
童
））

※�

基
準
日（
令
和
６
年
６
月
３
日
）以

降
に
生
ま
れ
た
新
生
児
が
い
る
世

帯
や
別
世
帯
に
い
る
１8
歳
以
下
の

児
童
を
扶
養
し
て
い
る
世
帯
な
ど

は
、申
請
に
よ
り
対
象
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

◆
手
続
き
方
法

　

支
給
対
象
と
な
る
世
帯
に
は
、町

か
ら
７
月
中
旬
以
降
に
給
付
内
容
を

記
載
し
た
支
給
要
件
確
認
書
を
送
付

し
ま
す
。
内
容
を
確
認
の
う
え
、社

会
福
祉
課
社
会
福
祉
係
窓
口
へ
持
参

ま
た
は
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
確
認
書
・
申
請
書
の
提
出
期
限

　

１0
月
3１
日（
木
）ま
で

ご
注
意
く
だ
さ
い

　

給
付
金
を
か
た
る「
振
り
込
め
詐

欺
」や「
個
人
情
報
の
詐
取
」に
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

　

自
宅
や
職
場
な
ど
に
国
・
都
道
府

県
・
市
区
町
村
の
職
員
な
ど
を
か
た

る
不
審
な
電
話
や
郵
便
が
あ
っ
た
場

合
は
、町
や
最
寄
り
の
警
察
署
か
警

察
相
談
専
用
電
話（
＃
９
１
１
０
）に

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　
社
会
福
祉
課
社
会
福
祉
係

　
☎
70-

３
１
６
２

　

国
で
は
、デ
フ
レ
脱
却
に
向
け
た

措
置
と
し
て
、令
和
６
年
度
税
制
改

正
に
お
い
て
、令
和
６
年
度
分
の
所

得
税
お
よ
び
個
人
住
民
税
の
定
額
減

税
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、定

額
減
税
し
き
れ
な
い
と
見
込
ま
れ
る

方
を
対
象
に
調
整
給
付
金
を
支
給
し

ま
す
。

◆
対
象
と
な
る
方

　

令
和
５
年
中
の
合
計
所
得
額
が

１
，８
０
５
万
円
以
下
か
つ
個
人
住

民
税
所
得
割
額
が
課
税
さ
れ
る
方

で
、定
額
減
税
額
が「
令
和
６
年
分

推
計
所
得
税
額
」ま
た
は「
令
和
６

年
度
分
個
人
住
民
税
所
得
割
額
」を

上
回
る（
定
額
減
税
し
き
れ
な
い
）方

◆
申
請
方
法

　

対
象
と
な
る
方
に
は
、町
か
ら
８

月
上
旬
以
降
に
案
内
文
書
を
送
付
し

ま
す
。
案
内
文
書
が
届
き
ま
し
た
ら
、

申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
申
請
期
限

　

１0
月
3１
日（
木
）ま
で

◆
支
給
方
法

　

９
月
以
降
に
口
座
振
り
込
み
に
て

支
給

※�

定
額
減
税
の
詳

細
は
、町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

◆
支
給
額
の
算
出
方
法

　

支
給
額
の
算
出
方
法
は
次
の
よ
う

に
な
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

　
税
務
課
徴
収
係

　
☎
70-

３
１
４
３

　
「
チ
ー
パ
ス
の
店
」（
協
賛
店
）で

チ
ー
パ
ス
を
提
示
す
る
と
、い
ろ
い

ろ
な
子
育
て
支
援
サ
ー
ビ
ス
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◆
対
象
家
庭

　

県
内
の
妊
娠
中
の
方
ま
た
は
１8
歳

未
満
ま
で
の
お
子
さ
ん
が
い
る
世
帯

※�

お
子
さ
ん
が
満
１8
歳
に
な
っ
て
３

月
3１
日
を
迎
え
る
ま
で
ご
利
用
可

◆
配
布
場
所

　

社
会
福
祉
課
子
育
て
支
援
係
窓
口

◆
利
用
方
法

　

協
賛
い
た
だ
い
た
店
舗（
チ
ー
パ

ス
店
）な
ど
で
チ
ー
パ
ス
を
提
示
す

る
と
、チ
ー
パ
ス
店
が
任
意
で
設
定

し
た
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

※�

サ
ー
ビ
ス
内
容
は
店
舗
に
よ
り
異

な
り
ま
す
。
チ
ー
パ
ス
店
に
は
協

賛
ス
テ
ッ
カ
ー
が
掲
示
さ
れ
て
い

ま
す
。

協
賛
店（
チ
ー
パ
ス
店
）の
募
集

　

県
で
は
、チ
ー
パ
ス
事
業
に
協
賛

し
て
い
た
だ
け
る
事
業
者
を
随
時
募

集
し
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
県
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　
社
会
福
祉
課
子
育
て
支
援
係

　
☎
70-

３
３
５
９

◆
特
別
障
害
者
手
当

　

著
し
く
重
度
の
障
が
い
の
た
め
、

日
常
生
活
に
お
い
て
常
に
特
別
な
介

護
を
必
要
と
す
る
20
歳
以
上
の
障
が

い
者
本
人
に
支
給
す
る
手
当
で
す
。

・
月
額

　

２
８
，８
４
０
円

・
支
給
月

　

２
月
・
５
月
・
８
月
・
１１
月

◆
障
害
児
福
祉
手
当

　

著
し
く
重
度
の
障
が
い
の
た
め
、

日
常
生
活
に
お
い
て
常
に
特
別
な
介

護
を
必
要
と
す
る
20
歳
未
満
の
障
が

い
児
本
人
に
支
給
す
る
手
当
で
す
。

・
月
額

　

１
５
，６
９
０
円

・
支
給
月

　

２
月
・
５
月
・
８
月
・
１１
月

　

い
ず
れ
の
手
当
も
所
得
制
限
が
あ

り
ま
す
。
申
請
方
法
な
ど
詳
し
く
は

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
い
た
だ

く
か
、社
会
福
祉
課
社
会
福
祉
係
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　
社
会
福
祉
課
社
会
福
祉
係

　
☎
70-

３
１
６
２

現
在
、町
で
は
27
人
の
母
子
保
健

推
進
員
に
ご
協
力
を
い
た
だ
い
て
い

ま
す
。

母
子
保
健
推
進
員
は
、慣
れ
な
い

場
所
で
健
診
を
受
け
る
お
子
さ
ん
へ

の
声
か
け
や
、お
子
さ
ん
と
親
御
さ

ん
が
円
滑
に
健
診
を
受
け
ら
れ
る
よ

う
身
体
測
定
の
補
助
・
記
録
の
記
入

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
行
っ
て
い

ま
す
。
相
談
な
ど
も
で
き
ま
す
の
で

お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　
健
康
福
祉
課
健
康
指
導
係

　
☎
70-

３
１
８
２

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
休
日
申

請
・
交
付
窓
口
を
開
設
し
ま
す
。
希

望
す
る
方
は
、住
民
課
住
民
係
へ
お

電
話
に
て
ご
予
約
く
だ
さ
い
。

と�

き　
７
月
28
日（
日
）午
前
９
時
～�

（
予
約
状
況
に
応
じ
て
延
長
）

※
事
前
予
約
制
と
な
り
ま
す
。

と
こ
ろ　
役
場
住
民
課
窓
口

問
い
合
わ
せ

　
住
民
課
住
民
係

　
☎
70-

３
１
１
１

支
給
物
価
高
騰
対
応
重
点
支
援
給
付
金
の
支
給
に
つ
い
て

物
価
高
騰
対
応
重
点
支
援
給
付
金
の
支
給
に
つ
い
て

町ホームページ

県ホームページ

支

子

支 相休

給

育

給 談日

定
額
減
税
調
整
給
付
金
の
支
給
に
つ
い
て

定
額
減
税
調
整
給
付
金
の
支
給
に
つ
い
て

チ
ー
パ
ス
が

チ
ー
パ
ス
が

子
育
て
家
庭
を
応
援

子
育
て
家
庭
を
応
援

障
害
者
福
祉
手
当

障
害
者
福
祉
手
当

頼
れ
る
！

頼
れ
る
！

母
子
保
健
推
進
員

母
子
保
健
推
進
員

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

休
日
交
付
窓
口

休
日
交
付
窓
口

【①所得税分（定額減税しきれない額）】

【支給額】
定額減税額３万円×（本人＋同一生計配偶者＋
扶養親族）－令和６年分推計所得税額

①＋②
（１万円単位に
　切り上げた額）

定額減税額１万円×（本人＋同一生計配偶者＋
扶養親族）－令和６年分個人住民税所得割額

【②個人住民税分（定額減税しきれない額）】
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お
ら
知せ

山武郡市
職員合同
採用試験

　

母
子
モ「
く
じ
ゅ
う
く
り
」は
、ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末

に
て
妊
娠
・
出
産
・
子
育
て
の
サ
ポ
ー

ト
を
行
う
ア
プ
リ
で
す
。

　

ア
プ
リ
で
は
主
に
次
の
子
育
て
情

報
を
発
信
し
て
い
ま
す
。

・
町
の
各
種
制
度

・�

出
産
・
育
児
に
関
す
る
知
識
や
ア

ド
バ
イ
ス

・�

周
辺
施
設
の
ご
案
内（
病
院
・
公

園
・
子
育
て
施
設
な
ど
）

・
町
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

そ
の
他
、妊
娠
中
・
出
産
後
の
健

康
記
録
や
お
子
さ
ん
の
成
長
記
録
を

グ
ラ
フ
で
確
認
で
き
た
り
、予
防
接

種
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
ア
ラ
ー
ト
で
お

知
ら
せ
さ
れ
る
機
能
な
ど
も
利
用
で

き
ま
す
。

　
ア
プ
リ
は
無
料
で
利
用
で
き
ま
す
。

各
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
ア
プ
リ
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
ス
ト
ア
ま
た
は
左
記
Ｑ
Ｒ

コ
ー
ド
か
ら
イ
ン
ス
ト
ー
ル
し
て
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　
社
会
福
祉
課
子
育
て
支
援
係

　
☎
70-

３
３
５
９

◆
農
地
の
違
反
転
用
防
止

　

農
地
に
住
宅
を
建
て
た
い
、駐
車

場・資
材
置
場
に
し
た
い
な
ど
、作
物

の
栽
培
以
外
で
利
用
す
る
場
合
に
は

農
地
法
の
許
可
が
必
要
で
す
。

　
許
可
を
受
け
ず
に
転
用
し
た
場
合
、

農
地
の
所
有
者
を
含
め
て
違
反
転
用

者
に
は
原
状
回
復
命
令
や
懲
役
・
罰

金
刑
と
い
っ
た
厳
し
い
措
置
が
と
ら

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◆
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ　
ヤ
ミ
耕
作

こ
ん
な
農
地
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

・�
昔
か
ら
手
続
き
を
せ
ず
に
農
地
を

貸
借
し
て
い
る
。

・�

手
続
き
を
し
て
あ
る
の
か
も
分
か

ら
な
い
農
地
を
貸
借
し
て
い
る
。

・�

親
戚
、知
人
に
信
頼
だ
け
で
貸
借

し
て
い
る
の
で
、手
続
き
を
し
て

い
な
い
。

・�

転
作
、税
金
な
ど
の
関
係
が
あ
る

の
で
手
続
き
を
し
て
い
な
い
。

・�

手
続
き
が
面
倒
で
ヤ
ミ
で
貸
借
し

て
い
る
。

　

ヤ
ミ
耕
作
は
ト
ラ
ブ
ル
の
も
と
で

す
。
必
ず
利
用
権
設
定
な
ど
の
正
規

の
手
続
き
を
し
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ

　
農
業
委
員
会
事
務
局

　
☎
70-

３
１
７
３

　
こ
の
た
び
、国
勢
調
査
を
は
じ
め
と

す
る
統
計
調
査
の
事
務
を
担
う
統
計

調
査
員（
非
常
勤
の
公
務
員
）を
募
集

し
ま
す
。

◆
募
集
要
件

・
原
則
20
歳
以
上
の
方

・�

責
任
を
も
っ
て
調
査
事
務
を
遂
行

で
き
る
方

・�

調
査
で
知
り
得
た
情
報
の
秘
密
を

守
れ
る
方

・�

警
察
、選
挙
、税
務
に
直
接
関
わ

ら
な
い
方

・
暴
力
団
員
で
な
い
方

◆�

仕
事
の
流
れ(

調
査
基
準
日
が
10

月
１
日
の
場
合)

８
月
上
旬　

　

調
査
員
に
任
命
さ
れ
る

８
月
下
旬

　

�

町
が
行
う
調
査
に
関
す
る
説
明
会

に
出
席

～
９
月
中
旬

　
�

調
査
実
施
に
向
け
担
当
地
区
の
確

認
な
ど
の
準
備

～
10
月
上
旬

　

�
担
当
地
区
を
訪
問
し
、調
査
票
の

配
布
と
回
収

10
月
中
旬

　

�

回
収
し
た
調
査
票
に
記
入
漏
れ
が

な
い
か
な
ど
を
確
認
・
町
に
提
出

◆
そ
の
他

・�

調
査
ご
と
の
任
命
期
間
は
約
２
カ

月
～
３
カ
月
で
す
。

・�

調
査
の
種
類
は
、全
町
民
を
対
象

と
し
た
国
勢
調
査
や
、事
業
所
を

対
象
と
し
た
経
済
セ
ン
サ
ス
な
ど

数
種
類
あ
り
ま
す
。

・�

報
酬
は
お
お
む
ね
３
～
５
万
円
で

す
。

★�

募
集
要
件
を
満
た
す
方
で
あ
れ

ば
、
未
経
験
者
で
も
問
題
あ
り
ま

せ
ん
。
皆
さ
ま
か
ら
の
ご
応
募
お

待
ち
し
て
い
ま
す
。

※�

統
計
調
査
は
常
時
実
施
し
て
い
る

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
申
し
込

み
後
す
ぐ
に
調
査
へ
の
従
事
を
お

願
い
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　
企
画
政
策
課
地
域
政
策
係

　
☎
70-

３
１
７
６

募
集
統
計
調
査
員
を
募
集
し
ま
す

統
計
調
査
員
を
募
集
し
ま
す

子

農

育

地
農
業
委
員
会
よ
り

農
業
委
員
会
よ
り

母
子
モ
母
子
モ

「
く
じ
ゅ
う
く
り
」

「
く
じ
ゅ
う
く
り
」

問い合わせ　総務課職員係 ☎ 70-3106

■募集団体と採用予定人数

［九十九里町の募集職種と受験資格］

と　き　9月22日（日）　午前10時（午前9時開場）
ところ　千葉県立東金高等学校（東金市東金1410番地）
※一般行政職（障がい者）の試験会場は山武郡市医療福祉センター� �
（東金市堀上360番地2）

受付期間　7月22日（月）～ 8月13日（火）
申込書の請求および受付場所　受験を希望する団体の人事担当課まで
申込書掲載ホームページ　https://www.sanbukouiki-chiba.jp/

◆一般行政職　上級
・�平成6年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた方で、学歴を問わない。
・�平成15年4月2日以降に生まれた方で、学校教育法に基づく大学（短期大学を除く）を卒業した方� �
（令和7年3月までに卒業見込みの方を含む）。
◆土木　上級
・�平成元年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた方で、学歴を問わない。
・�平成15年4月2日以降に生まれた方で、学校教育法に基づく大学（短期大学を除く）を卒業した方
　（令和7年3月までに卒業見込みの方を含む）。
◆土木　上級（有資格者）
・�平成元年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた方で、「１級もしくは２級土木施工管理技士」ま
たは「測量士」の資格を有する方。
◆土木　上級（経験者）
・�平成元年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた方で、直近5年間（平成31年4月1日から令和
6年3月31日まで）のうち3年間以上の期間「土木に係る民間企業等での職務経験」を有する方。
◆一般行政職　初級
・�平成15年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた方で、学歴を問わない。
◆土木　初級
・�平成15年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた方で、学歴を問わない。

団　体　名

所　　在　　地
職　�種　�別　�採　�用　�予　�定　�人　�数

上級試験 資格免許職 初級試験 その他の職

電　話　番　号

一
般
行
政
職

土　
　
　

木

建　
　
　

築

電　
　
　

気

機　
　
　

械

保　

育　

士

保　

健　

師

管
理
栄
養
士

保
育
教
諭

一
般
行
政
職

土　
　
　

木

電　
　
　

気

消　

防　

職

※ 備 考

東 金 市
〒283-8511�
東金市東岩崎1-1
☎0475-50-1118

8
※
備
考

2 4 2 4 2

※土木上級・土木上級（有資格者）・
　土木上級（経験者）合わせて� 2名
・一般行政職上級（障がい者）・
　一般行政職初級（障がい者）合わせて� 3名
・ガス上級（有資格者）� 2名
・歯科衛生士� 2名

山 武 市
〒289-1392
山武市殿台296
☎0475-80-1117

13 2 2 1 4 1

大 網 白 里 市
〒299-3292
大網白里市大網115-2
☎0475-70-0301

8
※
備
考

1 2 3 4 2
※土木上級・土木上級（有資格者）・
　土木上級（経験者）合わせて� 2名
・ガス上級（有資格者かつ経験者）　　　1名

九 十 九 里 町
〒283-0195
九十九里町片貝4099
☎0475-70-3106

4
※
備
考

2 2 ※土木上級・土木上級（有資格者）・
　土木上級（経験者）合わせて� 2名

芝 山 町
〒289-1692
芝山町小池992
☎0479-77-3901

若
干
名

若
干
名

若
干
名

横 芝 光 町
〒289-1793
横芝光町宮川11902
☎0479-84-1211

6 1 1 3 4 ・一般行政職上級（社会福祉士）� 2名
・一般行政職初級（障がい者）� 2名

山 武 郡 市 広 域�
水 道 企 業 団

〒283-0062
東金市家徳361-8
☎0475-55-7851

若
干
名

若
干
名

九 十 九 里 地 域�
水 道 企 業 団

〒283-0802
東金市東金769-2
☎0475-54-0631

※
備
考

※
備
考

※
備
考

若
干
名

若
干
名

※土木上級・土木上級（経験者）
　合わせて� 若干名
※機械上級・機械上級（経験者）
　合わせて� 若干名
※電気上級・電気上級（経験者）
　合わせて� 若干名

山 武 郡 市 広 域�
行 政 組 合

〒283-8505
東金市東岩崎1-17
☎0475-54-0250

若
干
名

若
干
名

4

募
集
中
！
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お
ら
知せ

◆
犬
の
し
つ
け
方
教
室

　

犬
の
正
し
い
飼
い
方
や
し
つ
け
方

な
ど
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
て
い
た

だ
く
た
め
の
講
習
お
よ
び
デ
モ
ン
ス

ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
い
ま
す
。

【
基
礎
講
座
】（
飼
い
犬
同
伴
不
可
）

と
き　

①�

７
月
25
日（
木
）、８
月
22
日（
木
）、

９
月
26
日（
木
）午
前
１0
時
～
正
午

※�

受
け
付
け
は
午
前
９
時
30
分
～
１0

時
②�

７
月
９
日（
火
）、８
月
１3
日（
火
）、

９
月
１0
日（
火
）午
後
１
時
30
分
～

３
時
30
分

※�

受
け
付
け
は
午
後
１
時
～
１
時
30

分
と
こ
ろ　

①�

千
葉
県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
本
所

（
富
里
市
御
料
７
０
９
︱
１
）

②�

千
葉
県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
東
葛

飾
支
所（
柏
市
高
柳
１
０
１
８
︱

６
）

費
用　
無
料

定
員　
各
日
先
着
１0
人

申
し
込
み

①�

電
話
に
て
千
葉
県
動
物
愛
護
セ
ン

タ
ー
本
所
へ

②�

電
話
に
て
千
葉
県
愛
護
セ
ン
タ
ー

東
葛
飾
支
所
へ

改
正
気
候
変
動
適
応
法
に
よ
り
、

同
法
第
2１
条
に「
指
定
暑
熱
避
難
施

設
」が
規
定
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
熱
中
症
特
別
警
戒
情

報
が
発
表
さ
れ
た
場
合
、極
端
な
高

温
時
の
熱
中
症
に
よ
る
重
大
な
健

康
被
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め

に
、暑
さ
を
し
の
げ
る
場
所
と
し
て

【
実
技
講
義
】（
飼
い
犬
同
伴
）

と
き　

①�

７
月
４
日（
木
）、８
月
１
日（
木
）、

９
月
５
日（
木
）午
後
１
時
～
３
時

※�

受
け
付
け
は
午
後
０
時
30
分
～
１

時
②�

７
月
24
日（
水
）、８
月
28
日（
水
）、

９
月
25
日（
水
）午
前
１0
時
～
正
午

※�

受
け
付
け
は
午
前
９
時
30
分
～
１0

時
と
こ
ろ

①�
千
葉
県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
本
所

（
富
里
市
御
料
７
０
９
︱
１
）

②�

千
葉
県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
東
葛

飾
支
所（
柏
市
高
柳
１
０
１
８
︱

６
）

費
用　
３
，０
０
０
円（
消
費
税
別
）

定
員　
各
日
先
着
５
人

申�

し
込
み

　

電
話
に
て
千
葉
県
動
物
保
護
管
理

協
会
へ

問
い
合
わ
せ

　
千
葉
県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
本
所

　
☎
０
４
７
６-

93-

５
７
１
１

　

�

千
葉
県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
東
葛

飾
支
所

　
☎
04-

７
１
９
１-

０
０
５
０

　
千
葉
県
動
物
保
護
管
理
協
会

　
☎
０
４
３-

２
１
４-

７
８
１
４

九
十
九
里
町
の
指
定
暑
熱
避
難
施
設

（
ク
ー
リ
ン
グ
シ
ェ
ル
タ
ー
）を
次
の

と
お
り
指
定
し
ま
し
た
。
ぜ
ひ
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　
ま
ち
づ
く
り
課
環
境
係

　
☎
70-

３
１
６
７

動環
物境
千
葉
県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
講
座・講
義
案
内

千
葉
県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
講
座・講
義
案
内

指
定
暑
熱
避
難
施
設（
ク
ー
リ
ン
グ
シ
ェ
ル

指
定
暑
熱
避
難
施
設（
ク
ー
リ
ン
グ
シ
ェ
ル

タ
ー
）を
ご
利
用
く
だ
さ
い

タ
ー
）を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

道
路
上
に
は
み
出
し
た
枝
葉
な
ど

は
、歩
行
者
や
自
動
車
な
ど
の
通
行

の
妨
げ
に
な
る
だ
け
で
は
な
く
、見

通
し
を
悪
く
し
て
交
通
事
故
を
引
き

起
こ
す
原
因
に
も
な
り
ま
す
。

　

私
有
地
か
ら
道
路
上
に
は
み
出
し

て
い
る
枝
葉
な
ど
は
土
地
所
有
者
の

方
に
所
有
権
が
あ
り
、枝
葉
な
ど
が

原
因
で
事
故
が
発
生
し
た
場
合
、所

有
者
の
責
任
が
問
わ
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、皆
さ
ま
が
管
理
し
て

い
る
土
地
の
枝
葉
が
道
路
上
に
は
み

出
す
こ
と
が
な
い
よ
う
、適
切
な
管

理
を
し
て
い
た
だ
き
、安
全
に
道
路

を
利
用
で
き
る
よ
う
に
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

　
ま
ち
づ
く
り
課
管
理
係

　
☎
70-

３
１
５
６

◆
野
外
焼
却
と
は

　

畑
や
空
き
地
な
ど
で
廃
棄
物（
ご

み
）な
ど
を
焼
却
す
る
行
為
で
す
。

　

野
外
焼
却
は
、法
律
に
よ
り
一
部

の
例
外
を
除
い
て
禁
止
さ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、違
反
し
た
場
合
に
は
、罰

則
が
科
さ
れ
ま
す
。

例�

地
面
に
穴
を
掘
っ
て
の
焼
却
、ド

ラ
ム
缶
や
家
庭
用
焼
却
炉
で
の
焼

却
な
ど

◆
野
外
焼
却
禁
止
の
例
外
の
一
例

・
風
俗
習
慣
上
や
宗
教
上
の
行
事

例
神
社
の
お
焚
き
上
げ
な
ど

・�

農
業
、林
業
ま
た
は
漁
業
を
営
む

た
め
に
や
む
を
得
な
い
も
の

例�

焼
き
畑
、あ
ぜ
の
草
、漁
網
に
か

か
っ
た
ご
み
の
焼
却
な
ど

・�

た
き
火
な
ど
日
常
生
活
を
営
む
上

で
通
常
行
わ
れ
る
軽
微
な
も
の

例�

た
き
火
、キ
ャ
ン
プ
フ
ァ
イ
ヤ
ー

な
ど

　

野
外
焼
却
の
例
外
と
な
っ
て
い
る

場
合
で
も
、周
辺
住
民
の
生
活
環
境

に
影
響
を
及
ぼ
す
場
合
に
は
、指
導

の
対
象
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
や
む
を
得
ず
焼
却
す
る
場
合
に
は
、

周
囲
へ
の
配
慮
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

　
ま
ち
づ
く
り
課
環
境
係

　
☎
70-

３
１
６
７

ご
協
力

　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

　

今
年
度
も
多
く
の
方
々
に
真
亀
川

河
川
敷
の
環
境
整
備
を
し
て
い
た
だ

い
て
お
り
ま
す
。

◆
真
亀
川
総
合
公
園
園
路

・
横
浜
容
器
工
業（
株
）

・
真
亀
生
活
環
境
を
守
る
会

・
関
東
天
然
瓦
斯
開
発（
株
）

・
不
動
堂
丘
自
治
区

・（
有
）大
成
組

問
い
合
わ
せ

　
ま
ち
づ
く
り
課
公
園
管
理
係

　
☎
70-

３
６
０
１

町
内
一
斉
清
掃
に
つ
い
て

５
月
26
日
、住
民
の
皆
さ
ま
の
ご

協
力
を
得
て
、春
の
町
内
一
斉
清
掃

を
実
施
し
ま
し
た
。

当
日
は
、各
自
治
区
か
ら
た
く
さ

ん
の
方
に
参
加
い
た
だ
き
、町
内
環

境
美
化
の
推
進
を
図
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

・
当
日
の
参
加
者　
２
，
９
０
４
人

・
回
収
で
き
た
ご
み　
１
５
，
９
３
０
㎏

（
内
訳：可
燃
ご
み　
１
１
，６
７
０
㎏
、

粗
大
ご
み　

２
，９
２
０
㎏
、カ
ン
類　

３
２
０
㎏
、ビ
ン
類
１
，０
２
０
㎏
）

問
い
合
わ
せ

　
ま
ち
づ
く
り
課
環
境
係

　
☎
70-

３
１
６
７

ご協力ありがとうございました ご協力ありがとうございました

【町の指定暑熱避難施設（クーリングシェルター）】

施設名 開設日時 受入可能
人数

九十九里町役場 月曜日～金曜日（祝日、振替休日を除
く）午前8時30分～午後5時15分 5人

保健福祉センター

月曜日～金曜日（祝日、振替休日を除
く）午前8時30分～午後5時15分
※�事業などにより利用できない場合
があります。

30人

中央公民館
火曜日～日曜日（祝日、振替休日の翌
日を除く）午前8時30分～午後4時
30分

10人

つくも学遊館 水曜日～月曜日（祝日、振替休日の翌
日を除く）午前9時～午後4時30分 15人

道環
路境
枝
葉
な
ど
の

枝
葉
な
ど
の

伐
採
の
お
願
い

伐
採
の
お
願
い

野
外
焼
却
は

野
外
焼
却
は

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す

道路の安全にご協力を！
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運動 強度 生活活動
不活動 (1~1.4 メッツ） 座位、テレビを見る、オフィス仕事

軽い筋カトレーニング：20分など 低強度（1.5~2.9 メッツ） 家事：10分など
速歩：15分、ゴルフ：15分
軽いジョギング：10分など 中強度(3~5.9メッツ） 歩行：20分、自転車：15分

子供と遊ぶ：�15分など
ランニング：�7�～�8分間
水泳：�7�～�8分問など 高強度(6メッツ～） 階段昇降：�10分

重い荷物を運ぶ：�7～8分など

15 14
R6年7月 R6年7月

14

お
ら
知せ問い合わせ

　東千葉メディカルセンター
　☎50-1199

心疾患を予防するには、適度な運動はとても良いと
言われています。
一言で運動と言っても、どういったものが運動なの
か、また、適度な運動とはどの程度のものなのか、正
直分からないという方もいらっしゃると思います。
今回は心疾患の予防に良いと言われる運動につい
てのお話です。
運動には大きく分けて有酸素運動とレジスタンス
運動があります。前者は、大きな筋肉を一定期間リズ
ミカルに動かす運動であり、歩行やランニング、水泳、
サイクリングなどが含まれます。後者は、筋肉抵抗（レ
ジスタンス）をかける動作を繰り返して行う運動であ
り、筋力トレーニングなどが含まれます。双方を行う

ことが望ましいですが、高血圧、脂質異常症、糖代謝
異常、肥満などの生活習慣病予防や治療に対しては有
酸素運動の方がより推奨されています。
運動による負荷の強度を示す数値をＭＥＴｓと言
いますが、３ＭＥＴｓ(中強度)以上の有酸素運動を
１日３０分以上、週３回(できれば毎日)行う、あるい
は週１５０分以上行うことが良いと言われています。
また、座位や臥位でいる時間(身体的不活動)の増
加は狭心症や心筋梗塞などの冠動脈疾患の危険因子
です。運動を行うとともに、座位でいる時間を減らす
ことも重要です。家事や職場での歩行など、低強度
(２．９ＭＥＴｓ以下)の身体活動であっても心疾患の
発症を有意に減少させます。
下の表は運動強度の図です。一般的にイメージする
左側の運動だけでなく、右側のような生活活動でも十
分効果があります。こちらも参考にしていただき、日々
の生活の中で運動を取り入れていただければ幸いです。

世
界
情
勢
を
背
景
と
し
た
エ
ネ
ル

ギ
ー
価
格
高
騰
を
受
け
、
令
和
５
年

２
月
検
針
分
よ
り
、
国
の
支
援
制
度

で
あ
る
「
電
気
・
ガ
ス
価
格
激
変
緩

和
対
策
事
業
」
を
活
用
し
実
施
し
て

お
り
ま
し
た
ガ
ス
料
金
の
支
援
（
値

引
き
）
が
、
令
和
６
年
６
月
検
針
分

を
も
っ
て
終
了
と
な
り
ま
す
。

◆
ガ
ス
料
金
の
値
引
き
額

・
令
和
６
年
５
月
検
針
分
ま
で

　

→�

基
準
単
位
料
金
１
㎥
当
た
り
１5

円（
税
込
み
）の
値
引
き

・
令
和
６
年
６
月
検
針
分

　

→�

基
準
単
位
料
金
１
㎥
当
た
り
7.5

円（
税
込
み
）の
値
引
き

・
令
和
６
年
７
月
検
針
以
降

　

→�

値
引
き
が
終
了
と
な
り
、通
常

の
基
準
単
位
料
金
と
な
り
ま
す
。

※�

ガ
ス
料
金
に
係
る
基
準
単
位
料
金

の
詳
細
に
つ
い
て
は
、検
針
の
際

に
配
布
さ
れ
る
検
針
票
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　
ガ
ス
課
経
理
係

　
☎
76-

６
１
７
６

　

６
月
か
ら
８
月
に
か
け
て
、山
武

郡
市
内
６
市
町
に
よ
る
熱
戦
が
繰
り

広
げ
ら
れ
ま
す
。

　

ぜ
ひ
会
場
へ
お
越
し
い
た
だ
き
、

町
の
代
表
と
し
て
参
加
す
る
選
手
に

ご
声
援
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

競
技
種
目
の
会
場
お
よ
び
日
程
に

つ
い
て
は
、町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　
教
育
委
員
会
事
務
局
社
会
教
育
係

　
☎
70-

３
１
９
３

と
き　
８
月
９
日（
金
）午
後
１
時
～

と
こ
ろ　
真
亀
海
岸

費
用　
無
料

※
獲
れ
た
魚
は
無
料
配
布
し
ま
す
。

※�

詳
細
は
防
災
無
線
や
町
お
よ
び
町

観
光
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　

　
九
十
九
里
町
観
光
協
会�

　
☎
76-

９
４
４
９

募集種目 応募資格 受付期間 試験期日（期間）

自衛官候補生
18歳以上33歳未満
（32歳の者は、採用予定月の
末日現在、33歳に達してい
ない者）

年間を通じて受け
付け 受け付け時にお知らせ

一般曹候補生
18歳以上33歳未満
（32歳の者は、採用予定月の
末日現在、33歳に達してい
ない者）

7月1日(月)
　　～9月3日(火)

一次：�9月14日(土)～22日(日・祝)のう
ち指定する日

二次：�10月12日(土)～27日(日)のうち
指定する日

航空学生
【海】�18歳以上23歳未満

【空】�18歳以上24歳未満

7月1日(月)
　　～9月5日(木)

一次：9月16日(月・祝)
二次：�10月12日(土)～17日(木)のう

ち指定する日
三次
　海：�11月15日(金)～12月11日(水)

のうち指定する日
　空：�11月9日(土)～12月12日(木)の

うち指定する日

町ホームページ

自 衛 官 募 集

ホームページ X（旧Twitter）

終

開開

了

催催
山
武
郡
市
民

山
武
郡
市
民

ス
ポ
ー
ツ
大
会

ス
ポ
ー
ツ
大
会

観
光
地
引
網
大
会

観
光
地
引
網
大
会

政
府
支
援
に
よ
る
ガ
ス
料
金

政
府
支
援
に
よ
る
ガ
ス
料
金

値
引
き
の
終
了
に
つ
い
て

値
引
き
の
終
了
に
つ
い
て 問い合わせ　自衛隊茂原地域事務所(千葉地方協力本部)☎0475-25-0452

※詳しくは自衛隊茂原地域事務所までお問い合わせください。

東千葉メディカルセンターコラム
「運動による心疾患への効能」
� 循環器内科　副部長　金枝　朋宜

受章おめでとうございます

藍
綬
褒
章手塚　弘昭　氏

（作田丘）

手
塚
弘
昭
氏
は
平
成
12
年
か

ら
24
年
間
、
保
護
司
と
し
て
地

域
社
会
に
貢
献
。
犯
罪
や
非
行

を
犯
し
た
方
々
が
、
再
び
罪
を

犯
さ
ず
、
社
会
の
中
で
立
ち
直

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
支
援

し
、
犯
罪
や
非
行
を
防
止
す
る

た
め
の
社
会
づ
く
り
活
動
に
取

り
組
ま
れ
ま
し
た
。

瑞
宝
単
光
章 

中西　英明　氏
（下夕谷）

中
西
英
明
氏
は
農
業
の
経
験

と
知
識
を
生
か
し
、
昭
和
53
年

か
ら
46
年
間
、
国
勢
調
査
や
農

林
業
セ
ン
サ
ス
な
ど
の
さ
ま
ざ

ま
な
統
計
調
査
に
尽
力
さ
れ
ま

し
た
。
丁
寧
か
つ
正
確
な
統
計

調
査
で
地
域
社
会
に
貢
献
さ
れ

ま
し
た
。

春
の
叙
勲
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６
月
５
日
、
山
武
郡
市
内
の
小
学

校
５
・
６
年
生
の
選
手
が
集
結
す
る

陸
上
競
技
大
会
が
東
金
ア
リ
ー
ナ
陸

上
競
技
場
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。　

こ
の
大
会
で
、
片
貝
小
学
校
は
男

子
の
部
で
優
勝
、
総
合
で
準
優
勝
。

ま
た
、
豊
海
小
学
校
は
女
子
の
部
で

準
優
勝
と
い
う
見
事
な
成
績
を
収
め

ま
し
た
。

全
力
で
挑
戦
す
る
児
童
の
姿
は
、

観
客
の
感
動
を
誘
い
ま
し
た
。

■
大
会
結
果
■

片
貝
小
学
校　
　
　

総
合
２
位

豊
海
小
学
校　
　
　

総
合
７
位

九
十
九
里
小
学
校　

総
合
32
位

５
月
８
日
、片
貝
小
学
校
４
年
生

か
ら
６
年
生
の
児
童
が
、学
校
近
く

の
田
ん
ぼ
で
田
植
え
体
験
を
し
ま
し

た
。当

日
は
暖
か
く
過
ご
し
や
す
い
天

候
に
恵
ま
れ
、児
童
た
ち
は
協
力
い

た
だ
い
て
い
る
林
直
樹
さ
ん
の
指
導

を
受
け
た
後
、コ
シ
ヒ
カ
リ
の
苗
を

持
ち
、裸
足
で
田
ん
ぼ
に
入
り
ま
し

た
。
児
童
は
泥
の
感
触
に
声
を
あ
げ

な
が
ら
も
、１
本
１
本
丁
寧
に
苗
を

植
え
て
い
ま
し
た
。

今
回
植
え
た
苗
は
、秋
に
児
童
が

自
分
た
ち
で
稲
刈
り
を
行
う
そ
う
で

す
。
児
童
に
と
っ
て
貴
重
な
体
験
と

な
り
ま
し
た
。

５
月
12
日
、第
61
回
町
親
睦
ゴ
ル

フ
が
新
千
葉
カ
ン
ト
リ
ー
倶
楽
部
で

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

当
日
の
参
加
者
は
54
人
。
参
加
者

た
ち
は
、真
剣
な
表
情
で
集
中
し
て

プ
レ
ー
を
し
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、プ
レ
ー
の
合
間
に
は
、「
ナ

イ
ス
シ
ョ
ッ
ト
」の
掛
け
声
や
楽
し

そ
う
な
笑
い
声
が
聞
こ
え
、参
加
者

同
士
で
ゴ
ル
フ
の
談
義
に
も
花
を
咲

か
せ
て
い
ま
し
た
。

■
大
会
結
果
■
（
敬
称
略
）

優　

勝　

櫻
井　

拓
海

準
優
勝　

宮
山　

大
輔

第
３
位　

山
口　
　

学

秋の稲刈りが楽しみです！

優勝した櫻井拓海さん

ライバルよりも一歩前へ！

九十九里中学校　体育祭

九十九里小学校　なぎさの運動会

片貝小学校　春季大運動会

豊海小学校　運動会

山
武
郡
市
陸
上
競
技
大
会

力
で
挑
戦

全

泥

ナ

片
貝
小
学
校 

田
植
え
体
験

町
親
睦
ゴ
ル
フ

の
感
触

イ
ス
シ
ョ
ッ
ト

豊海小学校　運動会

九十九里小学校　なぎさの運動会

片貝小学校　春季大運動会

九十九里中学校　体育祭

5/25

5/30

5/25

6/1



町ホームページバナー広告募集
町では、自主財源の確保と地域経済の活性化を
図るため、町ホームページにバナー広告を募集し
ています。トップページの月平均アクセス件数は
11,945件です(令和5年度実績)。

■掲載場所　トップページバナー広告欄
■規格　GIFまたはJPEG形式(動画不可)
■費用　1枠1カ月当たり5,000円
■その他　画像は広告主が作成
　　　　　(修正を依頼する場合有り)

問い合わせ　企画政策課情報政策係 ☎70-3113

母乳アドバイス
母乳アドバイス

ちどりの里健康づくり教室 うえるかむ体操教室 はつらつシルバークラブフォローアップ教室

問い合わせ　健康福祉課高齢者福祉係 ☎70ｰ3184

The History
vol. 97
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町ホームページバナー広告募集
町では、自主財源の確保と地域経済の活性化を
図るため、町ホームページにバナー広告を募集し
ています。ホームページをお持ちの事業所、営業
所の皆さん、ぜひこの機会にご利用ください。

■掲載場所　町ホームページトップページバナー広
告欄　■規格　縦60ピクセル×横120ピクセル、
GIFまたはJPEG形式(動画不可)　■費用　1枠1カ
月当たり10,000円　■その他　画像は広告主が作
成(修正を依頼する場合有り)

問い合わせ　総務課秘書広報係 ☎70 3122

金
年
民
国国

民
年
金
保
険
料
の
令
和
６
年

度
分（
令
和
６
年
７
月
か
ら
令
和
７

年
６
月
ま
で
）免
除・納
付
猶
予
申

請
の
受
け
付
け
が
、今
月
か
ら
開

始
さ
れ
ま
し
た
。
ご
希
望
の
方
は
、

年
金
手
帳
な
ど
を
持
参
の
う
え
、

住
民
課
国
保
年
金
係
で
手
続
き
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

申
請
は
、過
去
２
年
１
カ
月
前

ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。今
月
中
に
申
請
を
す
る
と
、最

大
で
令
和
４
年
６
月
分
ま
で
さ
か

の
ぼ
っ
て
申
請
で
き
ま
す
。

★
保
険
料
免
除
制
度

収
入
の
減
少
や
失
業
な
ど
に
よ

り
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
経
済

的
に
困
難
な
場
合
は
、申
請
手
続

き
に
よ
っ
て
免
除
の
承
認
を
受
け

る
と
、保
険
料
の
納
付
が「
全
額
免

除
」ま
た
は「
一
部
免
除
」に
な
り
ま

す
。

★
保
険
料
納
付
猶
予
制
度

20
歳
か
ら
50
歳
未
満
の
方
で
、

本
人・配
偶
者
の
前
年
所
得
が
一
定

額
以
下
の
場
合
に
は
、本
人
の
申

請
手
続
き
に
よ
っ
て
、保
険
料
の
納

付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

※�

納
付
猶
予
に
な
っ
た
期
間
は
年

金
額
に
は
反
映
し
ま
せ
ん
。

◎
申
請
す
る
際
の
注
意

・�

審
査
の
際
に
は
、本
人・配
偶
者・

世
帯
主
の
前
年
所
得
が
審
査
の

対
象
と
な
り
ま
す
。
市
町
村
民

税
の
申
告
内
容
を
も
と
に
行
っ

て
い
ま
す
の
で
、必
ず
申
告
し
て

く
だ
さ
い
。

・�

失
業
な
ど
に
よ
る
申
請
の
場
合

は
、雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証

や
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票

な
ど
の
写
し
が
必
要
で
す
。

国
民
年
金
保
険
料
を
未
納
の
ま

ま
で
い
た
場
合
、障
害
基
礎
年
金

や
遺
族
基
礎
年
金
を
請
求
で
き
な

く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。し
か
し
、

免
除・納
付
猶
予
の
場
合（
一
部
免

除
で
減
額
さ
れ
た
保
険
料
を
納
付

し
て
い
な
い
場
合
は
除
く
）は
受
け

取
る
条
件
に
含
ま
れ
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

　
住
民
課
国
保
年
金
係

　
☎
70-

３
２
３
６

令
和
６
年
度
免
除
申
請
・

　
　
　
　
　
納
付
猶
予
申
請

食生活改善会の食生活改善会の
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❶　�タマネギ、にんじん、セロリ、にんにくはみじ
ん切りにする。

❷　�鶏レバーは血の固まりなどを流水で洗い、ひと
口大に切り、レバーが浸るほどの牛乳を入れて、
冷蔵庫で20分程度置き、臭みをとる。鍋に湯を
沸かし、約2分ゆで、ざるにあげる。

❸　�鍋にオリーブ油とにんにくを入れて火にか
け、香りが立ったらタマネギを加えて透き通
るまで炒める。

❹　�にんじん、セロリを加えて炒め、さらに合い
びき肉と❷のレバーを加え、レバーを木べら
でつぶしながら炒める。

❺　【A】を加え混ぜ、汁気が無くなるまで煮る。
❻　スナップエンドウは沸騰したお湯でゆでる。
❼　�器にご飯を盛り、上から❺のドライカレーを

かけて、ミニトマトとスナップエンドウを盛
りつけたら完成。

鶏レバー入りドライカレー
鉄が多い食品といえばレバーです。
カレーの風味でレバーが苦手な方
でも食べやすくしました。

～スパイスでレバーをおいしく食べよう！～～スパイスでレバーをおいしく食べよう！～

材料（４人分）

作り方作り方

� 問い合わせ　健康福祉課健康指導係 ☎70-3182

と　き　7月1日(月)、8月5日(月)
　　　　午前10時～11時30分
ところ　ちどりの里

と　き　7月16日(火)、8月20日(火)
　　　　午後1時30分～3時
ところ　保健福祉センター

と　き　7月11日(木)、25日(木)
　　　　午後2時～3時
ところ　つくも学遊館

海
と
祭
の
季
節
と
な
り
ま
し

た
。５
月
の
九
十
九
里
郷
土
研

究
会
総
会
記
念
講
演
に
黒
潮
太

鼓
を
主
宰
さ
れ
て
い
る
小
倉
幸

子
さ
ん
を
お
迎
え
し
て
沢
山
お

話
を
伺
い
ま
し
た
。そ
の
中
で

小
倉
さ
ん
が
、真
亀
岡
の
須
賀

神
社（
天
王
様
）の
側
で
生
ま
れ

育
っ
た
こ
と
。
祭
礼
が
大
好
き

な
こ
と
を
話
さ
れ
、そ
の
お
囃
子
、

て
ん
の
う
ー
ま
つ
り
ぃ　

ヨ

オ
ー
イ
ヨ
ー
イ　

ヨ
イ
ヤ
サ
ー　

を
披
露
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。

そ
れ
を
聞
い
て
い
る
う
ち
に
今

か
ら
65
年
ほ
ど
前
の
こ
と
を
思

い
出
し
ま
し
た
。
父
は
私
に
向

か
っ
て
こ
う
言
い
ま
し
た
。

「
い
さ
お
ぃ
ぇ
ー
、明
日
は
ま

が
め
ん
天
王
様
ん
ま
つ
ん
だ
か

ん
、す
す
め
み
て
す
す
ご
っ
つ
お

な
ん
べ
ぇ（
功
ょ
、明
日
は
真
亀

の
天
王
様
の
お
祭
だ
か
ら
、獅

子
舞
を
見
て
お
鮨
を
ご
馳
走
に

な
ろ
う
）」と
。
そ
し
て
父
は
喜

色
満
面
と
し
て
私
を
連
れ
て
生

家
で
あ
る
真
亀
岡
の
通
称「
ア

ラ
チ
」（
山
本
宅
）へ
出
か
け
ま
し

た
。そ
こ
で
は
伯
父
夫
婦
の
じ

い
ち
ゃ
ん（
一
政
）と
ば
あ
ち
ゃ
ん

（
ク
ニ
）さ
ら
に
従
兄・従
姉
の
ま

さ
よ
っ
さ
ん（
正
義
）・と
っ
し
ゃ

ん（
利
男
）・よ
し
あ
ん
ち
ゃ
ん（
義

春
）・し
づ
え
ち
ゃ
ん（
し
づ
江
）・

や
っ
ち
ゃ
ん（
保
幸
）の
皆
さ
ん

が
迎
え
て
く
れ
ま
し
た
。
懐
か

し
い
思
い
出
で
す
。
海
岸
の
集

落
下
貝
塚
納
屋（
け
ー
つ
か
な
や
）

で
生
ま
れ
育
っ
た
私
が
、一
番
身

近
に
感
じ
る
祭
が
、真
亀
の
天

王
祭
と
い
う
の
は
、子
供
の
時
の

こ
う
い
う
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真亀天王様祭礼、お浜降り。
平成１6年７月１8日。筆者蔵。

鶏レバー� １２０ｇ
牛乳� 適量
合いびき肉� ２４０ｇ
タマネギ� １８０ｇ
にんじん� ８０g
セロリ� ４０g
オリーブ油��　　� ６g（小さじ１＋１/２）
にんにく� １かけ
ご飯� ２００g
ミニトマト� � ４個
スナップエンドウ� ４個
【A】
カレー粉� 小さじ４
赤ワイン� 小さじ４弱
トマト水煮缶（ホール）� ５２０g
固形コンソメ� １個
塩� ４ｇ（小さじ２/３）
ローリエ� １枚
ナツメグ・クミン� 少量

大人が1日に必要な飲水量は1,000ml～1,500mlで
す。
しかし、母乳で子育てをしているお母さんはそれ以上
の量の飲水量が必要になります。
母乳の約80％は水分と言われており、また、お子さんが1回に飲
む母乳の量は平均100ｇとされています。そのため、１回の授乳ご
とに、普段よりも小まめに水分補給をすることが大切になります。
水分補給をした後、摂取した水分を吸収するのには時間がかか
るため、一度にたくさんの水分を摂ると、吸収しきれなかった水分
は汗などとして流れてしまいます。コップ1杯を目安に小まめな
水分補給を意識しましょう。特に、入浴の前後は意識して水分補
給をするようにしましょう。
また、アルコールやカフェインを含んだ飲み物は利尿作用があり、
十分な水分を摂ることが難しいため、避けるようにしましょう。

千葉県では現在、患者さんに
届けるために必要な血液量の確
保が心配な状況が続いていま
す。
病気やけがの治療で輸血が必
要な人の血液を確保するのに欠
かせないのが「献血」です。
輸血を必要としている方々の
尊い生命を救うため、皆さまの
ご協力をお願いします。

と　き　8月１日(木)
　　　　�午前１0時～１１時45分、　

午後１時～4時
ところ　保健福祉センター

※�体調の優れない方や服用して
いる薬の種類などによっては
献血に制限があります。採血
基準に該当しない場合、献血
をご遠慮いただくことがあり
ます。
※�献血会場で、希望者に骨髄バ
ンク登録会も実施します。
※�献血会場では、体温測定、手
指消毒、マスクの着用をお願
いします。

問い合わせ
　健康福祉課健康指導係
　☎70-3182

献血で救える献血で救える
命がある命がある
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申込み　要予約、電話で下記へ
問�い合わせ　特定非営利活動法人

リンク ☎77-7531

　『児童虐待防止啓発』
　子どもの心身の発達や人格の形
成に重大な影響を与える児童虐待
の防止は社会全体で解決すべき問
題です。
　児童虐待を受けたと思われる子
どもを発見したときは、下記まで
ご連絡ください。
問�い合わせ　児童相談所全国共通

ダイヤル ☎189(いちはやく)
　子ども・家庭110番
　☎043-252-1152
　千葉県警察少年センター
　☎0120-783-497(緊急の場合は110)

　『返しきれない借金で
　� 悩んでいませんか？』
　千葉財務事務所では無料の多重
債務者相談窓口を開設していま
す。
　早めの相談が解決への近道です。
一人で悩まず、ご相談ください。
必要に応じて法律の専門家を紹介
します。秘密は厳守します。
受�付時間　平日午前8時30分～正

午、午後1時～4時30分
問�い合わせ　財務省関東財務局千

葉財務事務所多重債務者相談窓
口　☎043-251-7830

　『クールステーション』
　山武地域の方々に気軽に一息
つける場所を増やす活動「ホッと
ステーション事業」の共同機関店
舗では、熱中症対策支援活動とし
て、7月1日より、どなたでも涼め
る場所を利用できる「クールス
テーション活動」がスタートしま
す。
　クールステーションでは必要に
応じて「うちわ」などを配布して
います。お気軽にご利用ください。

　詳しくは、特定非営
利 活 動 法 人 リ ン ク の
ホームページをご確認
ください。
問�い合わせ　特定非営利活動法人
リンク　☎0475-77-7531

　『税理士による無料税務相談』
と�き　7月3日(水)、17日(水)、8月

7日(水)、21日(水)午前10時～
午後3時
ところ　東金商工会館3階
申込み　要予約、電話で下記へ
問�い合わせ　千葉県税理士会東金

支部 ☎50-6322

　『保育のしごと就職フェスタ』
　ちば保育士・保育所支援セン
ターでは、子どもに関わる仕事に
興味がある方を対象に「保育のし
ごと就職フェスタ」を開催します。
　保育士などの求人のある施設や
事業所などの採用担当者との個別
面談・相談の場を提供することで、
保育士人材などの確保と就労を支
援します。
と�き　7月28日（日）午前11時～午

後3時（受け付け：午前10時30分
～）
と�ころ　ホテルポート

プラザちば2階ロイ
ヤル
費用　無料
参加方法　直接会場へ
　（履歴書不要）
問�い合わせ　（福）千葉県社会福祉

協議会　ちば保育士・保育所支
援センター　

　☎043-306-1468・1469

　『7月の移動交番車開設』
　各種相談や防犯指導などを実施
ふ�るさと自然公園　2日(火)午後

2時～3時、26日(金)午前10時～
11時30分
ス�ーパーランドローム　8日(月)、

22日(月)午前10時～11時30分
真�亀川総合公園　12日 ( 金 ) 午前

10時～11時30分、22日(月)午後
2時～3時
海�の駅九十九里　12日(金)午後2

時～3時、29日(月)午前10時～
11時30分
作�田岡やすらぎの家　18日(木) 、

30日(火)午後2時～3時
九�十九里病院　30日 ( 火 ) 午前10

時～11時30分
問い合わせ　東金警察署
　☎54-0110

　『千葉県警察官募集！』
受�付期間　7月2日(火)～8月20日

(火)
一次試験　9月22日(日)
試�験職種　警察官A（大学卒業見

込者、大学既卒者）、警察官B（高
校卒業見込者、高校既卒者など）

※ 詳細は下記までお問い合わせく
ださい。
問い合わせ　東金警察署警務課
　☎54-0110

　『サマージャンボ』宝くじ
　この宝くじの収益金は、市町村
の明るく住みよいまちづくりに使
われます。購入は、ぜひ県内の宝
くじ売り場で！
販�売期間　7月8日(月)～8月8日(木)
抽せん日　8月23日(金)
賞金　1等・前後賞合わせて7億円
　サマージャンボミニと同時販売
※ 宝くじは、役場では販売してい

ません。

　『山武郡市平和行進』
　核兵器を一日でも早くなくすた
め、私たちの町を一歩でも二歩で
も、一緒に歩きましょう。
と�き　7月21日(日)午前11時20分

～午前11時50分
と�ころ　( スタート ) マイホーム

前～元千葉銀行前～ ( ゴール ) 
マイホーム前
問い合わせ　
　山武郡市平和行進実行委員会
　☎090-5440-5938(久保まで)

をします。保護者の方と一緒に
参加してください。

申�込み　7月23日(火)
　までに右記QRコード
から
※ 申し込み多数の場合は抽選とな

ります。
問�い合わせ　山武郡市視聴覚教材

センター　☎ 54-0254

　『第74回社会を明るくする運動』
　社会を明るくする運動は、犯罪
や非行をした人の立ち直りについ
てみんなで考え、犯罪や非行のな
い社会をつくろうという、全国的
な運動です。
　九十九里町でも7月と8月を強調
月間としてさまざまな活動が行わ
れています。
　皆さんのチカラで社会を明るく
しましょう！この運動へのご理解
とご協力をお願いします。
問�い合わせ　社会福祉課社会福祉

係　☎70-3162

　『一緒に海岸清掃ボランティア
　をしてみませんか？』
　今年も町ボランティア連絡協議
会による海岸清掃を実施します。
　朝の涼しい時間帯に、一緒にボ
ランティア活動をしてみません
か？　みんなで、九十九里の海岸
をきれいにしましょう！
とき　7月7日(日)午前5時集合
　※雨天の場合は中止
と�ころ　片貝中央海岸九十九里ふ

るさと自然公園センター前
問�い合わせ　九十九里町社会福祉

協議会 ☎70-3163

　九十九里地域認知症家族の会
　『あんとんねぇさ～in九十九里町』
とき　7月17日(水)午後1時～3時
と�ころ　ちどりの里
対�象　健康、認知症などに関心の

ある方ならどなたでも
内容　参加者同士の交流会
問�い合わせ　九十九里町地域包括

支援センター ☎76-5713

　『薬局出張よろず相談窓口』
　地域包括支援センター職員が薬
局に出張し、高齢者などの相談に
応じます。
　「困っていること」「助けてほし
いこと」など、悩みは一人で抱えず、
お聴かせください。相談は無料で
す。秘密は厳守します。
とき　7月23日(火)午前10時～正午
ところ　片貝薬局（片貝3489番地）
問�い合わせ　九十九里町地域包括

支援センター　☎76-5713

　東千葉メディカルセンター
　『糖尿病教室』
　糖尿病治療に必要な知識を学ぶ
教室を開催します。お気軽にご参
加ください。
とき　8月1日(木)午後2時～3時
と�ころ　東千葉メディカルセン

ター2階講堂
対�象　糖尿病の治療や予防などに

関心のある方
費用　無料
内�容　①医師講演「健"幸"長寿の

ための生活習慣」　②理学療法
士講演「健康な体づくり～歩く
だけじゃもったいない～」

参�加方法　事前申し込み不要。直
接会場へ

問�い合わせ　東千葉メディカルセ
ンター　☎50-1199

　『暮らしと仕事の相談会』
　就労に関する悩み、不安はあり
ませんか？ハローワークの就労支
援ナビゲーターが、仕事探しのお
手伝いをします。
　また、転職・雇用保険などのご
相談もお受けします。
とき　8月2日(金)午前10時～正午
ところ　保健福祉センター
対�応者　就労支援ナビゲーター、

社会福祉士など
費用　無料

　『お楽しみ映画会』
と�き　7月14日(日)午前10時～午

後4時(受け付け：午前9時30分～)
ところ　東金文化会館　小ホール
上�映作品　「ミッキーの消防隊」
「ドナルドの磁石騒動」「カラス
のパンやさん」「ぼくは王さま」
ほか7作品
費用　無料
定員　100人程度
申込み　不要
問�い合わせ　山武郡市視聴覚教材

センター　☎ 54-0254

　『航空科学博物館イベント』
�　�やさしい航空のはなし「パイ
ロットのおはなし」

とき　7月14日(日)午後1時～2時
と�ころ　航空科学博物館体験館

ホール
費用　入館料のみ
定員　100人
内�容　現役パイロットの講演会で

す。業務内容や体験談など普段
は聴けない生の声を聴くことが
できます。
問い合わせ　航空科学博物館
　☎0479-78-0557

　『子どもデジタル映像教室』
と�き　8月6日(火)午前10時～午後

4時(受け付け：午前9時30分～)
ところ　東金文化会館
費用　無料
対象　小学校3年生以上
内�容　動画をスマートフォンで作

成し、簡単な編集や発信の体験

お知
らせ

環境
生活

保健
福祉

催し
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初心者ガイダンス（要予約）
　日時は問い合わせください
卓球サークル
　毎週水曜日(初心者)　14時～
enjoy！night（脂肪燃焼運動）
　毎週木曜日　18時30分～
健康アップ体操教室
　毎週金曜日　10時～
問い合わせ
　フィットネスつくも�
　☎70-3605

♥かたかいこども園♥
　7/2(火)、16(火)10時～11時
♥とようみこども園♥
　7/9(火)、23(火)10時～11時
問い合わせ
　かたかいこども園 ☎76-2468
　とようみこども園 ☎76-4615

7/2・9・16・23・30・8/6
問い合わせ
　つくも学遊館 ☎70-3601

つくも学遊館休館日

フィットネスつくも

こども園の開放

7/1・8・16・22・29・8/5
～図書室新刊案内～

『ゆうびんの父』
� 門井　慶喜
『さまよえる神剣』
� 玉岡　かおる
『俺たちの箱根駅伝　上巻・下巻』
　� 池井戸　潤
※�新刊案内など書籍一覧を町ホーム
ページで掲載しています。
問い合わせ
　中央公民館 ☎76-4116

中央公民館休館日

歌壇　　　� 町短歌同好会

乳
呑
児
は
上
機
嫌
な
り
わ
れ
に
向
け
手
を
伸
ば
し
つ
つ
語
り
か
け
く
る 

古
川
　
一
美

新
緑
の
若
葉
輝
く
青
空
へ
流
れ
来
る
短
歌
い
と
う
れ
し
け
り 

青
木
　
陽
子

雨
の
日
の
気
う
つ
な
時
に
は
指
を
折
り
短
歌
な
ど
詠
み
て
一
日
と
し
よ
う 

秋
原
　
芳
枝

早
苗
田
の
蛙
の
声
も
艶
め
き
て
水
面
に
陽
光
燦
々
と
降
る 

岡
野
　
正
子

少
し
だ
け
愛
想
良
す
ぎ
る
そ
の
笑
顔
許
せ
ず
責
め
た
春
の
夜
の
夢 

古
賀
　
　
光

我
が
内
に
有
り
し
思
ひ
を
見
つ
け
た
し
青
く
広
ご
る
大
空
の
下 

鈴
木
　
ゆ
き

姉
と
し
て
慕
い
し
友
は
別
世
界
心
に
残
る
あ
り
し
面
影 

戸
村
き
よ
江

☎090-4742-7900

ガス料金の口座振替
6月分　7月8日(月)
7月分　8月7日(水)
問い合わせ
　ガス課経理係 ☎76-6176

（5月分）
滞納処分実施状況
差 押 件 数 23 件
（預貯金、給与、不動産など）

7月18日(木)19時～20時
訪�問対象　町内にお住まいの5～10
人程度のグループ
申�込み　人数、場所、対話内容を取り
まとめ7月9日（火）までに下記へ
問い合わせ　
　企画政策課情報政策係�☎70-3113

町長の現地訪問

7/1(月)� 片貝・不動堂海水浴場開設
� � 定例教育委員会
　3(水)�� 農業委員会総会
�20(土)� 作田・真亀海水浴場開設
�28(日)� �マイナンバーカード休日交

付窓口
� � 町税の休日納税・相談窓口
8/3(土)� ふるさとまつり

町のカレンダー (予定)

町の人口・世帯数
６月１日現在（前月比）
人口 １４，１４１人 （ －12）
男 ７，０５５人 （ +  2）
女 ７，０８６人 （－14）
世帯数 6，９5６世帯（ +  3）

受付　平日8時30分～15時
　(電話にて予約してください)
交�付日時　予約した日の直近の土
曜日の8時30分～正午

※�土曜日当日に申請受付はできま
せん。詳しくは下記へ
問い合わせ
　住民課住民係 ☎70-3151

土曜日に住民票の取得ができます

ご冥福をお祈りします。

氏　名 年齢 �地　区
福島　祥隆 ７９ 荒 生
齋藤　文男 88 作 田 納 屋
鈴木　盛男 ７７ 不動堂納屋

届出時に配布している掲載確認で
「希望します」と返信をいただいた
方を掲載しています。

おくやみ
（敬称略）

相談名 相談日 時　間 場　所 問い合わせ・申込み
心 配
ご と 24 10時～15時 保健福祉センター 社会福祉協議会

☎70-3163

弁 護 士 17 13時～16時 保健福祉センター 社会福祉協議会
☎70-3163要予約

何でも相談
（人権・行政） 9 10時～15時 保健福祉センター 社会福祉協議会

☎70-3163

教 育 毎週　
火・木・金 中 央 公 民 館 教育委員会事務局

☎70-3191電話相談可

健 康 12 13時～15時 保健福祉センター 健康福祉課
☎70-3182要予約

乳 幼 児 11 13時～14時30分 保健福祉センター 健康福祉課
☎70-3182要予約

交通事故 17 10時～15時 役 場 応 接 室 総務課☎70-3107

業　務　名 実　施　日 時　間 備　考
腸 内 細 菌 検 査 2、9、16、23、30 9時～11時 有　料
エ イ ズ 検 査
Ｂ型Ｃ型肝炎検査 11、25 13時～13時30分 予約制

親と子の心の相談 18 ①13時30分～②14時30分～ 予約制

心 の 健 康 相 談
3 14時30分～16時30分 予約制

10、24 14時～16時 予約制

DV（ド メ ス テ ィック
バ イオレンス）相 談

1、8、22、29 9時～17時 予約制
平日(専用☎54-2388) 9時～17時 電話相談

障 害 者 差 別 相 談 平日(専用☎54-3556) 9時～17時 電話相談

会場　山武健康福祉センター ☎54-0611

定例相談�

山武健康福祉センターだより�

※当番医は変更になる場合があります。 ※専門以外のときは、診療できない場合があります。
※昼休み時間については、各医療機関にお問い合わせください。
※電話番号をご確認の上、お問い合わせください。

夜間急病診療所 20時～22時・年中無休 ☎50ｰ2511

診療時間　9時～ 17時
　問い合わせ(テレホンガイダンス) ☎ 50-2531休日当番医�

月　日 九十九里・東金・大網 山武・芝山・横芝光

7/7 天 野 内 科 ク リ ニ ッ ク
55-3986（東金）

あきば伝統医学クリニック
0475-86-3711（山武）

7/14 斉 藤 ク リ ニ ッ ク
53-1110（東金）

大 平 医 院
0479-86-6012（山武）

7/15 城 西 ク リ ニ ッ ク
52-8181（東金）

高 橋 医 院
0475-82-2450（山武）

7/21 とうがね中央糖尿病腎クリニック
54-2421（東金）

山 崎 医 院
0479-82-0561（横芝光）

7/28 岡 崎 医 院
52-3313（東金）

伊 藤 医 院
0475-82-2508（山武）

8/4 はっとり内科クリニック
71-3190（東金）

宇 井 医 院
0475-86-2522（山武）

※当番医は変更になる場合があります。 ※専門以外のときは、診療できない場合があります。
※昼休み時間については、各医療機関にお問い合わせください。
※電話番号をご確認の上、お問い合わせください。

夜間急病診療所 20時～22時・年中無休 ☎50ｰ2511

夏休み期間、中央公民館図書室内に
勉強スペースとして学習コーナー
を設置します。自由研究や読書感想
文などに図書室の本を活用してみ
ませんか。
◎�第70回「青少年読書感想文全国
コンクール」課題図書18点入荷
しました。ぜひ、ご利用ください。

　・貸出期間�　� 1週間（延長不可）
　・貸出冊数�　� 1人1冊まで
問い合わせ
　中央公民館 ☎76-4116

図書室に学習コーナー設置
（7/20 ～ 9/1まで）

納期のお知らせ

町税の休日納税・相談窓口

7月31日（水）納期限
固定資産税（第2期）
国民健康保険税（第１期）
後期高齢者医療保険料（第１期）
介護保険料（第１期）

問い合わせ　
　税務課徴収係 ☎70-3143
　住民課国保年金係 ☎70-3236
　健康福祉課高齢者福祉係 ☎70-3184

7月28日(日)
9時～16時（正午～13時を除く）
※納税は便利な口座振替をご利用ください。
ところ　税務課窓口
問い合わせ　税務課徴収係
       ☎70-3143

日 月 火 水 木 金 土

子育て支援センター

予約制
講座

「七夕かざり」
子育て支援センター子育て支援センター 子育て支援センター 子育て支援センター

休

保健福祉センター
休

保健福祉センター 保健福祉センター 子育て支援センター 子育て支援センター
休

保健福祉センター

おもちゃ図書館
（午前）

保健福祉センター 子育て支援センター
休 休

子育て支援センター
休

予約制
講座

「うちわ作り」
（午前）

子育て支援センター
休

保健福祉センター 保健福祉センター 子育て支援センター 子育て支援センター
休

※�保健福祉センターで開催の日は、栄養士とお
話しができます。妊産婦の栄養、離乳食の進
め方など相談したいことがありましたら、お
声掛けください。（栄養士の在勤時のみ）休

保健福祉センター 保健福祉センター

お誕生日DAY
身体計測

子育て支援センター

子育て支援センター 開館時間　9時30分～ 15時30分
（保健福祉センターは10時～ 15時）

問い合わせ　子育て支援センター ☎080-5927-9976

7

掲載内容については中止・変更となる場合があります。
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第３２回
九十九里町ふるさとまつり

８月３日（土）   ※雨天の場合８月４日（日）

　　盆踊り　午後６時２０分～７時２０分
　　花 火　午後７時３０分前後

問い合わせ
　ふるさとまつり実行委員会事務局　☎７０-3176

会 場   片貝中央海岸(九十九里ふるさと自然公園)

▼　広　告　欄　▼

厚生労働大臣指定 歯科医師臨床研修指定診療所　医療法人社団 歯友会　はじめての方、いつでも診療いたします。

歯科／小児歯科／矯正歯科／歯科口腔外科

TEL.0475-55-8111

東金市東岩崎2-25-14
（東金バイパス　ケンタッキー隣り）

平日
AM9:00～PM7:00

日・祝祭日
AM9:00～PM6:00

東金デンタルクリニックフ ァ ミ リ ー 歯 科
至大網

豊海県道

ときがね小学校
専用駐車場

東金中学校 国道126号線

←山田
　I.C. 成東→〶

東金郵便局
ケンタッキー

至成東
東金駅

サンピア

ココ

←山田I.C. 成東→

〶東金郵便局
サンピア

千葉銀行

至成東
東金駅

西口ロータリー

国道126号線

至大網 ココ
専用駐車場

診療時間

年 中 無 休 歯科／小児歯科／矯正歯科／歯科口腔外科

TEL.0475-52-0418

東金市東金1146
（東金駅入口）

平日
AM9:00～PM7:00

日・祝祭日
AM9:00～PM6:00診療時間

年 中 無 休


